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令和３年度 第６回 国立大学法人北海道大学経営協議会議事要旨 

 

 

日 時  令和４年３月 18日（金）14：48～16：42 

場 所  事務局 大会議室 

出席者  24名 

（学外） 浅香、五十嵐、池山、石山、河合、杉江、土屋、長澤、樋口、松沢、松

谷、真弓、横山、渡辺 各委員 

（学内） 寳金、山口、横田、吉見、増田、山本、菅原、村田、梅原、秋田 各委

員 

 

（オブザーバー） 

𢎭𢎭副学長、石森副学長、長谷山副学長、小名木法学研究科長、瀬戸口工

学研究院長、居城電子科学研究所長、髙橋監事、石川監事 

 

 

議   事 

 

議事に先立ち、令和３年度第５回経営協議会の議事要旨について確認があった。 

 

 

【 議 題 】 

１ 第４期中期目標・中期計画について 

総長から、資料１、２に基づき、第４期中期目標・中期計画について説明があ

り、審議した結果了承された。 

引き続き総長から、今後、軽微な修正については総長に一任願いたい旨発言が

あり、了承された。 

 

２ 令和４年度予算について 

総長から、資料３に基づき、令和４年度予算について説明があり、審議した結

果了承された。 

引き続き総長から、今後、軽微な修正については総長に一任願いたい旨発言が

あり、了承された。 

 

３ 北海道大学病院に係る看護職員等特別調整手当の新設等について 

総長から、資料４に基づき、北海道大学病院に係る看護職員等特別調整手当の

新設等について説明があり、審議した結果了承された。 
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４ 就業規則関連規程の一部改正について 

総長から、資料５に基づき、就業規則関連規程の一部改正について説明があ

り、審議した結果了承された。 

引き続き総長から、今後、軽微な修正については総長に一任願いたい旨発言が

あり、了承された。 

 

５ 経営協議会規程の一部改正について 

総長から、資料６に基づき、経営協議会規程の一部改正について説明があり、

審議した結果了承された。 

引き続き総長から、今後、軽微な修正については総長に一任願いたい旨発言が

あり、了承された。 

 

 

【 報告事項 】 

１ 理事及び副学長の任命について 

総長から、資料７に基づき、理事及び副学長の任命について報告があった。 

 

２ 令和３年度における指定国立大学法人の申請要件充足状況について 

総長から、資料８に基づき、令和３年度における指定国立大学法人の申請要件

充足状況について報告があった。 

 

（主な意見） 

 ・指定国立大学法人として指定されることは、制度ができた当時と状況が変わっ

た現在でも大きな意味があるため、学内で十分に検討・協議したうえで、要件

を満たした場合は積極的に申請するのが北海道大学のあるべき姿だと考える。 

 ・唯一無二の大学を目指すことが最優先であり、そのうえで、指定国立大学法人

の申請要件の充足が間近なのであれば、そちらも視野に入れて取り組むのが

よいのではないか。 

  

 

【 その他 】 

１ 令和３年人事院給与勧告について 

総長から、資料９に基づき、令和３年人事院給与勧告について説明があった。 

引き続き総長から、関連就業規則等の改正にかかる必要な対応については総

長に一任願いたい旨発言があり、了承された。 
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【 意見交換 】 

１ ダイバーシティ＆インクルージョンの推進について 

「ダイバーシティ＆インクルージョンの推進」をテーマに、山口理事から資料

10に基づき説明があった後、種々意見交換が行われた。 

 

（主な意見） 

 ・実効性あるダイバーシティを推進するためには、人数比率の面、質の面、また

女性自身の意識の問題という３方面から現状を把握し、数値目標を設定して

戦略的に取り組む必要がある。 

 ・ダイバーシティの使命は、女性の提案が新しい価値を生み出すということであ

り、そのための発案や、意思決定の地位に女性を配置しないと、本当のダイバ

ーシティは実現しないのではないか。 

 ・組織は目標がはっきりすると動き出すので、例えば総長が 2030年に北大の役

員・教員・研究者の３分の１を女性にするなどの宣言をする方法も考えられ

る。 

・女性のトップ人材を育成するためには、組織全体で女性を支援する業務体制

をとることが重要課題の一つと考える。 

 ・ダイバーシティ・インクルージョン推進本部においては、現実的なデータを調

査したうえで、女性が本当に活躍できる環境を整えていただきたい。 

 ・ダイバーシティの推進には、研究の価値や質の向上等、多様な人材が研究に参

画するメリットを数値化して共有することが非常に重要である。他の国立大

学でも、単に女性枠を設定するだけではなく、女性が参画することでどのよう

なメリットがあるかを分析しているところがある。 

 ・北海道大学は理事に女性が一人もいないが、現在そのような国立大学は珍し

く、数値目標等を持って計画的に進めていただきたい。 

 ・リーダーとなる女性を育てるためには、総長や理事・副学長が先頭に立ち、育

成の取組みに自ら参画することが必要ではないか。 

 ・これからのイノベーションに取り組むにあたっては、多様な人材が集まること

によって新たなイノベーションが起こるのだということを念頭に置いていた

だきたい。 

 ・北海道は他地域と比較して女性の活躍の度合いが低く、地域特有の閉鎖性も感

じるため、北海道大学の施策が、地域の組織・団体へのメッセージになると捉

えていただきたい。 

 ・急にリーダー層に女性を登用するとひずみが生じるため、まずは時間をかけて

組織や女性自身の認識を変え、そのうえで具体的な対策を取ることが必要で

ある。 

 ・世界的な流れの中で日本社会・企業に対するダイバーシティの変革が求められ

ているが、海外と日本では段階が異なるため、一気に海外水準に近づけるので

はなく、意識改革、環境整備、サポート体制等の全体のパッケージを考える必
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要がある。 

 ・女性の活躍のためには、まず象徴的なロールモデルとなる人材を発掘・育成し、

その後に組織がサポートして全体の底上げを行うという流れがよいのではな

いか。 

 ・企業のダイバーシティ推進の効果として、商品開発や開発工程のイノベーショ

ンや、社会的認知度、顧客満足度といった外的評価の向上、さらには職場内の

モチベーション向上等があり、これは大学の経営にも参考になるのではない

か。 

 ・民間企業もダイバーシティを積極的に推進しており、地元の中小企業でも積極

的に取組むところが増えている。今後こういった企業と大学が共同研究を行

うにあたり、大学でダイバーシティを推進することは重要と考える。 

 ・女性の登用を進めるためには、同じ能力の男女がいた場合に女性を採用すると

いった選択もある程度必要である。 

 ・女子学生については、周囲や本人が学歴の高さや博士号取得、研究室という環

境そのものに対するネガティブなイメージを持っている場合があるため、研

究室での女性研究者育成への支援が必要である。 

 ・女性の問題は働き方改革にも関係しているため、大学のトップが長時間労働・

深夜労働を否定するメッセージを出すことも必要ではないか。 

 ・ダイバーシティの問題は中期目標・中期計画と切り離さずリンクして考え、方

向性を打ち出すことで、よい方向に進んでいくと思う。 

  

 

（ 以 上 ） 


